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①啓徳小中学校・雄信内保育所合同運動会　6 月 1 日

天塩中学校体育大会　6 月 1 日
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②天塩小学校運動会　6 月 8 日

“戸締り用心　火の用心”

天塩町幼年消防クラブ防火パレード　6 月 4 日
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お知らせします！
２つの給付金！

お知らせします！
２つの給付金！

　平成２６年４月から消費税率が８％となりました。この影響を最小限にするとともに、今後
の経済成長力の底上げと好循環の実現をはかり、持続的な経済成長につなげるための一環とし
て国では２つの給付金を支給します。

◆　一つ目の給付金：臨時福祉給付金
　●　支給要件
　　①　支給対象者
　　　　平成２６年度分の住民税が課税されていない方が対象です。ただし、以下の方は除き
　　　ます。

　　②　支給額
　　　・１人につき１０，０００円。下記の《加算対象者》は１人につき５，０００円を加算。
　　　　《加算対象者》

　　　　　※１　平成２６年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払いがあ
　　　　　　　る方が対象です。
　　　　　※２　平成２６年分１月分の手当等を受給している方が対象です。
　　　　　表１　【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

◆　二つ目の給付金：子育て世帯臨時特例給付金
　●　支給要件
　　①　支給対象者
　　　　次のどちらの要件も満たす方が対象です。
　　　ア　平成２６年１月分の児童手当・特例給※を受給
　　　イ　平成２５年の所得が児童手当の所得制限限度額未満（表２の目安未満）
　　　※　特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の方について、児童１人当たり月額
　　　　５，０００円を支給しているものです。
　　②　対象児童
　　　　支給対象者の平成２６年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

　・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合

　・生活保護の受給者である場合など

　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※１

　・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など※２

（給与所得者） （公的年金等受給者）

区分 非課税限度額
（給与収入ベース） 区分 非課税限度額

（年金収入ベース）
単身 ９３万円 単

身
６５歳以上 １４８万円

夫婦 １３７．８万円 ６５歳未満 ９８万円
夫婦子１人 １６８．４万円 夫

婦
６５歳以上 １９２．８万円

夫婦子２人 ２１０万円 ６５歳未満 １４７万円
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　　　ただし、「臨時福祉給付金」の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童な
　　どは除きます。

　　③　支給額
　　　・対象児童１人につき１０，０００円

◆　申請方法
　１　申請書を入手
　　　平成２６年１月１日（基準日）時点で天塩町に住民票がある場合、天塩町役場福祉課福
　　祉係窓口で入手してください。基準日に他の市区町村に住民票があった場合は、直接、住
　　民票のあった市区町村にお問い合わせください。
　２　申請に必要なもの
　　①　印鑑
　　②　本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、旅券等の写し）
　　③　指定した口座が確認できる書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわか
　　　る通帳やキャッシュカードの写し）
　　④　加算の対象であることがわかる書類（年金証書、手当証書）
　　⑤　請求者が、扶養されている者であって扶養している者が町外在住の場合は、扶養して
　　　いる者の平成２６年度分の非課税証明書（納税証明書）
　３　給付金の受給
　　　支給要件を満たした場合は、申請書に記載した指定口座に入金されます。（原則口座振
　　替での支給となります。）
◆　受付期間　平成２６年７月１日（火）～平成２６年９月３０日（火）まで
　　　　　　　　（申 請 手 続 き は こ の 期 間 で お 願 い し ま す）
◆　ご注意
　○　受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。
　○　老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、
　　まだ行っていない方は、平成２６年９月３０日までに裁定等の請求を行っていただく必要
　　があります。
◆　問合せ先
　○　申請方法に関するお問い合わせ
　　　天塩町役場福祉課福祉係
　　　☎０１６３２－２－１００１（内線１３２、１３４）
　○　制度に関するお問い合わせ
　　　厚生労働省
　　　専用ダイヤル
　　　☎０５７０－０３７－１９２

表２【児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）】
区分

（扶養親族等の数）
限度額目安

（給与収入ベース）
子１人（１人） ８７５．６万円

夫婦子１人（２人） ９１７．８万円
夫婦子２人（３人） ９６０万円

　〝振り込め詐欺 〝や〝個人情報の搾取 〝にご注意ください。
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天塩町国民健康保険税改定のお知らせ

○国民健康保険（国保）とは！

○天塩町の国保財政がピンチです！
　天塩町の国民健康保険は以前から医療技術の高度化による

医療費の増加等による収入不足を前年度からの繰越金や基金

（国民健康保険特別会計の貯金）を取り崩し、運営を行って

まいりましたが、その基金も平成２５年度末においては残り

８３５万円となり、平成２６年度末には基金を使い切っても

大幅な赤字となる見込みです。

　国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療

が受けられるように国民健康保険税を出し合いお互いに助

け合うしくみで、国保の運営は天塩町（保険者）が行って

います。

○そのため、保険税を改正いたします。
　今後も、医療費は増加するものと予想されますので、国民健康保険事業を健全かつ

安定的に運営するため、やむをえず平成２６年度から国民健康保険税の税率を改正す

ることになりました。今後も、これまで以上に特定健診や予防対策のための保健事業

の充実を図りながら、医療費の適正化に努めてまいります。

　国民健康保険加入者の皆様には、ご負担が生じますが、天塩町国民健康保険特別会

計の現状をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

　天塩町新栄通８丁目

　　天塩町役場　　☎２－１００１

○福祉課保険係（内線１３５・１３６）　保険証、保険給付に関する事項

○住民課税務係（内線１２８・１２９）　保険税に関する事項
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■保険税額が改正となりました。
　平成２６年４月より、天塩町国民健康保険税の課税限度額及び税率が改正となりました。

改正内容は以下のとおりです。

《国民健康保険税額表》

区分 平成 25 年度
（改正前年額）

平成 26 年度
（改正後年額） 改正後－改正前

医療保険分

（75 歳未満）

所得割 8.0％ 10.6％ 2.6％

資産割 35.0％ 35.0％ ―

均等割 28,000 円 34,600 円 6,600 円

平等割 32,000 円 38,400 円 6,400 円
医療分賦課限度額 510,000 円 510,000 円 ―

後期高齢者

支援金分

（75 歳未満）

所得割 3.4％ 5.2％ 1.8％

資産割 8.0％ 8.0％ ―

均等割 9,000 円 12,800 円 3,800 円

平等割 9,800 円 14,200 円 4,400 円

後期分賦課限度額 140,000 円 160,000 円 20,000 円

介護納付金

（40 歳～ 64 歳）

所得割 1.2％ 2.0％ 0.8％

資産割 7.0％ 7.0％ ―

均等割 9,700 円 12,200 円 2,500 円

平等割 6,200 円 10,200 円 4,000 円

介護分賦課限度額 120,000 円 140,000 円 20,000 円

※均等割：被保険者一人あたりの税額

※平等割：1世帯あたりの税額

■５割及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定の範囲が拡大されました。
　平成２５年度まで

軽減割合 所得が次の金額以下の世帯

５割軽減 33 万円＋ 24.5 万円×（世帯主を除く被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
２割軽減 33 万円＋ 35 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

　平成２６年度より

軽減割合 所得が次の金額以下の世帯

５割軽減 33 万円＋ 24.5 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
２割軽減 33 万円＋ 45 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険証（被保険者証）の一斉更新について～

■　保険料率が変わりました
　被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、2年ごとに定める保険料率をもとに決める

ことになっています。平成 26・27 年度の新しい保険料率は、次のとおりです。

新しい保険証の色は黄緑色です

　減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区　分　Ⅱ 世帯全員が住民税非課税である方

区　分　Ⅰ 世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が 0円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が 80 万円以下の方）
・老齢福祉年金を受給されている方

　お問い合わせ先
　北海道後期高齢者医療広域連合　　　　　　　　　  天塩町役場　福祉課　保険係
　〒 060 ー 0062　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 098 － 3398
　札幌市中央区南 2条西 14 丁目　国保会館 6階　　　天塩町新栄通 8丁目 1466 番地の 113
　☎ 011 － 290 － 5601　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 01632 － 2－ 1001（内線 135）

◆　保険証が新しくなります
　現在ご使用の保険証の有効期限が平成２６年７月３１日をもって満
了となるため、８月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、
お持ちのピンク色の保険証を破棄し、黄緑色のものをご使用ください。

○ 新しい保険証の有効期限は、平成２７年７月３１日までです。
○ 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、天塩町役場
　 福祉課　保険係までお申し出ください。

◆　減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります
　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成２６年７月３１日をもって満了となるため、８月
以降は使用できなくなります。有効期限は保険証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは、
お持ちの水色の減額認定証を破棄し、黄色のものをご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認のうえ、天塩町福祉課保険
係へ申請してください。

新しい減額認定証は黄色です

◆　医療費通知の発行を希望される方へ
　被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費を半年ごとにま
とめ、発行をご希望の方を対象に医療費通知を送付しています。
　なお、次回の発行は、９月（平成２６年１月～６月の医療費を対象）に行います。
●　新たに発行をご希望の方はご連絡ください
　新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合または天塩町福
祉課保険係へご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。

○ すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方には、継続して発行しますので、再度の
　 ご連絡は必要ありません。
○ この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
※ この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。
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員
の
任
期
満
了
に

伴
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、
天
塩
町
農
業
委
員
会
委
員
選

挙
が
7
月
6
日
（
日
）
に
行
わ
れ
ま

す
。

　

農
業
委
員
会
は
農
業
全
般
に
わ
た

る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
農
業
者

の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
行
政
委
員
会

で
す
。
天
塩
町
の
選
挙
に
よ
る
農
業

委
員
会
委
員
の
定
数
は
8
人
で
3
年

ご
と
に
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

有
権
者
の
皆
さ
ん
は
、
明
る
い
選

挙
を
心
が
け
、
投
票
に
行
き
ま
し
ょ

う
。

　

天
塩
町
の
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
て
、
投
票

日
に
次
の
3
つ
の
要
件
を
全
て
満
た

し
て
い
る
人
で
す
。

■
天
塩
町
内
に
住
所
の
あ
る
人

■
本
年
3
月
31
日
現
在
で
満
20
歳
以

上
の
人

■
30
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
の
耕
作
を

営
む
人
、
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
か

同
居
の
親
族
で
、
年
間
概
ね
60
日
以

上
従
事
し
て
い
る
人

　

午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で
で

す
。

　

な
お
、
投
票
日
当
日
に
仕
事
や
、

結
婚
式
、
旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で

投
票
に
い
け
な
い
方
は
、
投
票
日
前

に
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
棄
権
す
る
こ
と
な
く
投

票
し
ま
し
ょ
う
。

■
日
時　

7
月
2
日
〜
7
月
5
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時
ま
で

■
場
所

天
塩
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
天
塩
町

役
場
内
）

　

ま
た
、
法
律
で
定
め
ら
れ
る
状
態

等
で
不
在
者
投
票
を
利
用
す
る
場
合

は
、
投
票
用
紙
等
の
請
求
行
為
が
必

要
と
な
り
、
手
続
き
に
時
間
を
費
や

す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
お
早

め
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
請
求
先

天
塩
町
選
挙
管
理
委
員
会

■
請
求
期
間

7
月
2
日
〜
7
月
5
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時
ま
で

　

投
票
で
き
る
方

　

投
票
時
間

　

期
日
前
投
票

　

不
在
者
投
票

投票区及び投票場所

投票区 投票場所 行政区名 開閉時刻

第１投票区 南川口町内会館
市街地・川口基線・六志内・干拓
更岸基線・中産士・西産士・南川口
北更岸

午前９時から
午後４時まで

第２投票区 雄信内生活改善
セ ン タ ー

西雄信内・雄信内・東雄信内・泉源
辰子丑・下国根布・東産士・円山
新成・男能富

午前９時から
午後４時まで

第３投票区 川口地区社会
教 育 会 館 振老・北川口

午前９時から
午後４時まで

第４投票区 北 産 士 地 区
社会教育会館 作返・北産士

午前９時から
午後４時まで

第５投票区 更 岸 地 区
社会教育会館 更岸中央・更岸南

午前９時から
午後４時まで

【問合せ】天塩町選挙管理委員会（天塩町役場総務課内）☎２－１００１（内線２２５）

　本年は農業委員会委員選挙の年です

　　　　　　　必ず投票に行きましょう！

 投票日：７月 6 日 
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まち
の話題

5 月 30 日（金）

平成 26年度「緑の募金」寄附
　天塩小学校の児童が緑の募金活動に取り組
み、活動の成果を長瀬総務課長に手渡しました。
　この日は小学校を代表して 4人の児童が役場
を訪問し、児童会長の成瀬岳くんが「緑をたく
さん増やすために使ってください」と課長に募
金を手渡し、課長が「ありがたく使わせていた
だきます」とお礼を述べました。
　以下、緑の募金協力団体（敬称略）
啓徳小学校・啓徳中学校・天塩中学校・天塩高
等学校・長寿会老人クラブ・楽心会老人クラブ・
喜寿会雄信内老人クラブ・8丁目シニアクラブ
　合計 9団体より寄附をいただきました。

6月 12日（木）

学校給食でしじみラーメン ‼
　天塩小学校の学校給食に、町特産のしじみを
使ったしじみラーメンが提供されました。
　しじみラーメンを提供したのは、天塩ご当地
グルメ推進協議会（武田国広会長）で、子ども
たちに町特産のしじみを味わってもらおうと、
昨年に続いて 2回目の実施となります。当日朝
から小学校のホールで会員 6人がしじみ 7.5㎏
を用意し、児童、教職員を含め 160 人分のラー
メンを作りました。
　3年生以上の児童はホールで、1、2年生は教
室で、できたてのラーメンを味わいました。ラー
メンを食べた児童は、皆口々においしいと言っ
ていました。
　今秋には、啓徳小中学校、天塩中学校でも提
供される予定となっています。
　また、武田会長は来年以降も実施して行きた
いと意欲を見せていました。

5月 25日（日）

天塩町消防団春季総合消防演習
　各分団が一堂に集まって行われる、天塩町消
防団（田中治団長）の春季総合消防演習が天塩
川河川公園で行われ、団員 56名が消火活動の
向上に努めました。
　肌寒い天候の中で行われた屋外式でしたが、
来賓が見守る中、通常点検や礼式訓練、ポンプ
車操法訓練などを各団員が的確・迅速に行いま
した。
　その後、天塩川に向け団長指揮のもと統率の
とれた動きで放水活動が行われました。
　訓練終了後、福祉会館で屋内式が行われ、団
員同志の交流を深めました。
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～より多くのＢ型肝炎被害救済のために～

平成 26 年 7月 20 日（日）午後 1時 30 分より

場所　稚内市保健福祉センター　1階（稚内市中央 4丁目 16 番 2号）　☎ 0162 － 23 － 4000

参加費は無料、事前予約も不要です！！

【説明会・個別相談、訴訟に関するお問い合わせは】

全国Ｂ型肝炎訴訟北海道弁護団事務局

〒 060 － 0042　札幌市中央区大通西 12 丁目ＷＥＳＴ 12 ビル 4階　☎ 011 － 231 － 1941

http://www.b-kan-sosho.jp/

Ｂ型肝炎訴訟・稚内説明会

〈説明会の内容〉

午後 1時 開場

午後 1時 30 分～午後 2時 15 分 全体説明会・相談会

午後 2時 30 分～午後 3時 30 分 個別相談



12

日 月 火 水 木 金 土

休み
生ゴミ

ペットのふん
一般ごみ

資源ごみ
紙おむつ等
衣類等

生ごみ
ペットのふん

農村地区 休み

6 月   29 30 7 月　 1 2 3 4 5
■おでかけサロン
　10時
〔雄信内老人憩いの家〕
■運転免許更新時
　講習
　〔福祉会館〕
・初回 10 時
・優良 13 時
・一般 13 時 45 分
・違反 15 時

■ 5歳時検診
　12 時 30 分
■乳児健診
　12 時 50 分
〔ふれあいセンター〕
■小児科外来
　13 時～ 16 時
　〔町立病院〕

■天塩川クリーン
　アップ大作戦
　9時
〔川口遺跡風景林〕
■第 33 回しじみ
　まつり前夜祭
〔鏡沼海浜公園〕

6 7 8 9 10 11 12
■第 33 回しじみ
　まつり
〔鏡沼海浜公園〕
■天塩町農業委員   
会委員選挙投票日

■定期健康相談
　物忘れ相談
　10 時
　〔天塩町役場〕

■夕映健康相談
　13 時 30 分
〔てしお温泉夕映〕

■いきいきサロン
　10 時
〔雄信内老人憩いの家〕

■はまなす学園大学
　10 時 30 分
〔スポーツセンター〕

■天塩保育所
　運動会

13 14 15 16 17 18 19
■雄信内保育所
　開放日

■いきいきサロン
　10 時
〔老人福祉センター〕

■厳島神社例大祭
（宵宮）
■はまなす学園大学
　10 時 30 分
　〔運動公園〕

■厳島神社例大祭
（本祭）
■眼科外来
　13 時～ 16 時
　〔町立病院〕

■厳島神社例大祭
（後祭）
■出前サロン
　10 時
　〔ケアハウス〕
■夕映健康相談
　13 時 30 分
〔てしお温泉夕映〕

20 21 22 23 24 25 26
■海の日 ■啓徳小中学校

　終業式
■天塩中学校
　終業式

■天塩保育所
　開放日
■産婦人科外来
　13 時～ 16 時
　〔町立病院〕

■天塩小学校
　終業式
■キャンプフェスタ
　in 天塩 2014
■はまなす学園大学
　10 時 30 分
　〔運動公園〕

■キャンプフェスタ
　in 天塩 2014

27 28 29 30 31 8 月　１ 2
■キャンプフェスタ
　in 天塩 2014

■おでかけサロン
　10 時
〔老人福祉センター〕

「あいあいクラブ」★印は天塩　◆印は雄信内
（天塩：毎週火曜・水曜・木曜 10 時～ 12 時）
場所：子育て支援センター（天塩保育所内）
（雄信内：毎週月曜日 10 時～ 12 時）場所：雄信内保育所

◆ ★ ★

◆

◆

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★★

■日程は変更となる場合がありますので、ご確認
ください。
■ごみは当日の朝 8時までに出してください。
■壁など見やすいところに貼ってご利用ください。

平成２６年　７  月　町民カレンダー

★

◆ ★
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　　　　　～高齢者の「熱中症」について～

　これから暑い時期になり、熱中症になる危険が高くなります。

特に高齢者は

①身体にたくわえている水分の量が少ないこと

②腎臓の機能が低下して身体の中の老廃物を排泄するために多

くの尿が必要となり、身体の水分が失われやすくなること

健 康

こんにちは　地域包括支援センターです

このようなことを心がけ、熱中症を予防しましょう！！

【問合せ】役場福祉課地域ケア係地域包括支援センター　☎ 2 － 1001（内線 144・145）

軽　症…大量の発汗、めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返りなど

中等症…頭痛、吐き気、おう吐、倦怠感（身体のだるさ）など

重　症…意識障害、けいれん、ふらふらして立てない、高体温など

※中等症以上の症状があれば医療機関へ受診しましょう

・喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。特に運動、入浴、外

出の前後や就寝前、起床時など。とる水分としてはカフェインの多い緑茶や紅茶、

アルコール類は水分を尿として排出してしまう効果があるため水、麦茶がお勧め

です。

※心臓や腎臓の悪い方や持病をお持ちの方は、かかりつけの医師にご相談くださ

い。

・汗をたくさんかいた時には塩分も失われているため、スポーツドリンクや経口補

水液を飲むようにしましょう。

・外出時は帽子や日傘を用意し服装は吸湿・通気性がよく、熱を吸収しにくい色（白

系統など）の衣服を選びましょう。

・家の中にいるときも室温を確認し、高いときは窓を開けるなど換気をしましょう。

熱中症の主な症状

熱中症の予防法

③感覚機能が低下しており暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くなること

④食欲の低下、トイレの心配などから自ら水分を控えてしまうことなどの理由か

ら熱中症になりやすいといわれています。そのため家族や周りの方も注意するこ

とが必要です。
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☆
採
用
後
は
職
員
と
な
り
給
与
を
受

給
し
な
が
ら
学
生
と
し
て
教
育
を
受

け
ま
す
。

◆
海
上
保
安
大
学
校　

4
年
間

（
卒
業
後
の
国
際
航
海
及
び
研
修
を

含
め
5
年
間
の
教
育
）

◆
海
上
保
安
学
校　

1
年
間

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
程
の
み
2
年
間
）

■
平
成
26
年
度
採
用
試
験
日
程

☆
第
一
次
試
験
日

◆
海
上
保
安
大
学
校　

11
月
1
日

（
土
）、
11
月
2
日
（
日
）

◆
海
上
保
安
学
校　

9
月
28
日（
日
）

■
受
付
期
間

◆
海
上
保
安
大
学
校

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

8
月
28
日

（
木
）
〜
9
月
8
日
（
月
）

　

郵
送
・
持
参　

8
月
28
日
（
木
）

〜
9
月
1
日
（
月
）

◆
海
上
保
安
学
校

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

7
月
22
日

（
火
）
〜
7
月
31
日
（
木
）

　

郵
送
・
持
参　

7
月
22
日
（
火
）

〜
7
月
25
日
（
金
）

　

海
上
保
安
庁
は
、
平
成
27
年
4
月

採
用
の
職
員
（
大
学
・
学
校
学
生
）

を
募
集
し
ま
す
。

■
採
用
予
定
人
員
（
※
は
平
成
25
年

度
の
も
の
で
す
。）

◆
海
上
保
安
大
学
校

　

※
約
45
名

◆
海
上
保
安
学
校

　

船
舶
運
航
シ
ス
テ
ム
課
程

　

※
約
１
９
０
名

　

情
報
シ
ス
テ
ム
課
程

　

※
約
40
名

　

海
洋
科
学
課
程

　

※
約
10
名

　

航
空
課
程

　

※
約
10
名

海
上
保
安
大
学
校
・
海

上
保
安
学
校
学
生
募
集

稚
内
海
上
保
安
部

■
受
験
資
格

◆
海
上
保
安
大
学
校

　

平
成
26
年
4
月
1
日
に
お
い
て
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
2
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
平
成
27

年
3
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

等◆
海
上
保
安
学
校

　

平
成
26
年
4
月
1
日
に
お
い
て
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
5
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
平
成
27

年
3
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

等☆
詳
細
は
、
海
上
保
安
庁
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
次
に

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

稚
内
海
上
保
安
部
管
理
課

☎
０
１
６
２

－

２
２

－

０
１
１
８

☎
役場の電話番号

2 ‐ 1001
掲載を希望される方へ

8月号に掲載を希望する方は
7月 11日（金）までにお知
らせください。

　

生
産
者
、
流
通
業
、
米
加
工
品
製

造
、
小
売
販
売
業
、
外
食
業
等
の
各

事
業
者
で
、
米
穀
や
米
飯
・
米
加
工

食
品
等
を
販
売
・
提
供
す
る
事
業
者

の
皆
さ
ん
は
、
こ
の
法
律
に
該
当
し

ま
す
。

■
取
引
記
録
の
作
成
保
存

　

米
穀
商
品
の
仕
入
・
出
荷
の
際
に

は
、
①
品
名
②
産
地
③
数
量
④
取
引

年
月
日
⑤
取
引
先
⑥
搬
出
入
し
た
場

所
を
記
録
し
た
帳
簿
か
伝
票
類
を
3

年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
産
地
情
報
の
伝
達
方
法

　

米
穀
商
品
の
生
産
・
販
売
事
業
者

は
、
伝
票
類
（
納
品
書
、
請
求
書
、

領
収
書
等
）
に
産
地
情
報
を
含
む
取

引
記
録
、
も
し
く
は
米
袋
か
商
品
で

産
地
情
報
を
伝
達
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
外
食
店
、
仕
出
し
、
弁
当
、

宅
配
、
出
前
等
で
米
飯
類
を
提
供
す

る
事
業
者
は
、
店
舗
に
お
い
て
貼
紙

か
メ
ニ
ュ
ー
で
産
地
伝
達
を
消
費
者

に
お
知
ら
せ
す
る
か
、
宅
配
・
出
前

等
で
は
伝
票
類
や
チ
ラ
シ
、
は
し
袋

等
で
産
地
伝
達
を
す
る
方
法
も
あ
り

ま
す
。

　

詳
細
は
、
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー

法
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

北
海
道
農
政
事
務
所
旭
川
地
域
セ
ン

タ
ー

☎
０
１
６
６

－

７
６

－

１
２
７
７

米
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー

法
を
ご
存
じ
で
す
か
？

北
海
道
農
政
事
務
所
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道
内
に
お
い
て
オ
レ
オ
レ
詐
欺
が

連
続
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

犯
人
は
、
息
子
を
か
た
っ
て
数
回

に
亘
り
電
話
を
か
け
、
現
金
を
要
求

し
て
来
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
詐
欺
被
害
を
防
止
す

る
た
め
に
、
日
頃
か
ら
・
家
族
間
で

合
言
葉
を
決
め
る
、・
決
し
て
一
人

で
判
断
し
な
い
、・
振
り
込
む
前
に

必
ず
家
族
や
友
人
、
警
察
に
相
談
す

る
こ
と
で
、
詐
欺
被
害
を
未
然
に
防

止
し
ま
し
ょ
う
。

　

オ
レ
オ
レ
詐
欺

の

未

然

防

止

天
塩
警
察
署

　平成 27年 3・4月採用の自衛官などの採用試験を行います。

種目（受験年齢） 採用種目の概要 試験日 受付

自衛官候補生
（男子）

［18才～ 27才未満］

3ヶ月後自衛官へ任官。一生涯の

仕事として勤務又は、民間就職

希望者は一定期間の勤務で様々

な就職掩護施策等を受けます。

9月下旬 随時

一般曹候補生
［18才～ 27才未満］

部隊勤務を通じて、その主とし

て活躍する隊員を育成。

※初任給 159,500 円以上

※賞与年 2回

1次試験

9月 19日

8月 1日

～

9月 9日

航空学生
［18才～ 21才未満］

航空機のパイロットなどへ。部

隊配属後航空手当 60％以上

※初任給 159,500 円以上

※賞与年 2回

1次試験

9月 23日

8月 1日

～

9月 9日

高等工科学校生徒
（一般）

［15才～ 17才未満］

中学校卒業者（見込含む）の男

子が対象。

約 3 年間は、防衛省職員（非自

衛官）となり 3学年終了時に自

衛官に任官します。

1次試験

平成 27年

1月 24日

11月 1日

～

平成 27年

1月 9日

その他採用試験種目 看護学生・防衛大学校学生・高等工科学校生徒（推薦）他

　※給与等は平成 25年 4月現在

　【問合せ】自衛隊稚内地域事務所　☎ 0162 － 23 － 2721

                  （天塩町役場　企画商工課　☎ 2－ 1001（内線 243））

自衛官採用試験のご案内
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「再生紙使用」
●企画と編集　天塩町役場 企画商工課企画広報係（〠098－ 3398 天塩町新栄通8丁目） ●印刷　天塩共同印刷（企）
●ホームページ　http://www.teshiotown.hokkaido.jp/　● e-mail からのお問い合わせは、HPお問合せフォームをご利用ください。

人　口　3,355 人　（－ 12）

　男　　1,681 人　（－   7）

　女　　1,674 人　（－   5）

世帯数　1,608 人　（－   8）

5 月末

・わたしたちのまち・

おたんじょう
岩松　ひ

ひ か る

かるちゃん

太一さ
ん・智美さ

んの二女          新栄通 2

ごけっこん
佐藤美彦さ

ん・北澤由梨さ
ん      中  産  士

おくやみ
梅田　まりさ

ん　　59歳　　 緑新団地

鴇田　雪雄さ
ん　　89歳　　 山手裏 11

・ひ/と/の/う/ご/き・

　

今
年
の
運
動
会
は
天
候
に
恵
ま

れ
良
い
運
動
会
で
し
た
が
、
天
塩

小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
使
え
ず

午
前
の
み
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
少

し
寂
し
い
感
じ
が
し
ま
し
た
。

　

7
月
は
天
塩
町
最
大
の
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
鏡
沼
し
じ
み
ま
つ
り
や

厳
島
神
社
例
大
祭
な
ど
、
楽
し
い

イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

皆
さ
ん
も
各
イ
ベ
ン
ト
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元
安　
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之
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編
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後
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～せせらぎに　ぼくも魚も　すきとおる～

河川愛護月間
7月 1日から 7月 31 日まで

◆国土交通省では、昭和 49年から毎年 7月を「河川愛護
　月間」と定め、河川愛護運動を実施しています。
◆河川愛護をみなさんに広め、河川を美しく、正しく、安
　全に使用して、川に親しんでいただく運動です。
◆川はみんなのものです。
　ゴミ（特に、犬・猫などの動物のフン）は持ち帰り、マ
　ナーを守って、きれいな川にしましょう。

第 13回
天塩川クリーンアップ大作戦

　天塩川の美しい流れを、次代を生きる子

どもたちに継いでゆくために地域の市町村

が一体となって、天塩川や河川敷の清掃に

取り組む「やさしさ」のイベントです。

①実施日

　7月 5日（土）9時より

②集合場所

　川口遺跡風景林駐車場

③清掃場所

　川口遺跡風景林周辺の天塩川左岸河川敷

【問合せ】企画商工課

☎ 2－ 1001（内線 243・244）


